
特集働き方改革の加速に向けて

国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室

技能者の適正な評価，処遇向上を目指して
〜建設キャリアアップシステムの運用〜

1.　建設キャリアアップシステム
のねらい

建設業は，地域のインフラ整備等の担い手であ
ると同時に，災害時には最前線で地域社会の安
全・安心の確保を担う地域の守り手として，国民
生活や経済活動を支える大きな役割を担っていま
す。少子高齢化が進展する中，建設業が引き続き
こうした重要な役割を果たしてくためには，将来
の建設業を支える担い手の確保・育成が重要な課
題となっております。
建設業に従事する技能者は，他の産業と異な
り，様々な事業者や現場の下で経験を積んでいく
ことから，能力が統一的に評価されにくい，現場
管理や後進の指導など一定の経験を積んだ技能者
が果たしている役割が処遇に反映されにくいとい
った環境にあります。

「建設キャリアアップシステム」は，技能者の
保有する資格や就業履歴について，業界横断的に
登録・蓄積する仕組みです。システムの活用によ
り，個々の建設技能者が能力や経験に応じた評価
や処遇を受けられる環境を整備し，将来にわたっ
て建設業の担い手を確保することを目的としてい
ます（図－ 1）。
平成 30 年秋のシステム運用開始に向けて，業
界団体の皆様と連携して，システムの構築に取り
組んできました。運用開始初年度で 100 万人の技
能者登録，5年で全ての技能者（330 万人）の登
録を目標として，現在，国土交通省では，システ
ムを運営する（一財）建設業振興基金と連携し，
システムの普及・利用促進に向けた取り組みを積
極的に展開しています。
本稿では，システムの利用手順やメリット，シ
ステムを活用した具体的な施策などをご紹介させ
ていただきます。

図－ 1　システムのイメージ
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2.　システムの利用手順

技能者・事業者がそれぞれシステムに情報を登
録することによって，キャリアアップカードの取
得やカードを用いた就業履歴の蓄積，システムに
登録された情報の閲覧などが可能となります。
技能者は，氏名，生年月日などの本人情報に加

え，保有する資格や受講した講習，社会保険加入
状況などの情報を登録することにより，一人ひと
りに固有の ID が付された IC カード（キャリア
アップカード）を取得します。また，事業者は，

商号，所在地，建設業許可情報などを登録します。
これらの手続きは，窓口だけでなく，インター
ネット又は郵送による申請も可能であるほか，本
人から同意を受けた所属事業者などが代行して申
請することも可能です。
システムは，個々の現場での就業履歴を蓄積し
ていく仕組みであるため，元請事業者は，現場開
設時に，現場名や工事内容等の現場情報を登録し
ます。現場に設置されたカードリーダーで，キャ
リアアップカードを読み取ることで，いつ，どの
現場で従事したかといった就業履歴が自動的に蓄
積されていくこととなります（図－ 2，3）。

図－ 2　システムの利用手順

図－ 3　システムに登録する情報
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3.　システムの活用方法とメリット

このように蓄積された就業履歴や登録された保
有資格などの情報は，システム上で簡単に確認す
ることができます。
まず，システムに登録した技能者本人及び所属
事業者は，自身の就業履歴や保有資格情報を常時
閲覧することができます。

また，現場稼働中に限り，元請事業者や上位の
下請事業者は，現場に入場する技能者の情報を閲
覧することができます。
なお，システムに登録した事業者は，他社の事
業者情報（商号，所在地，建設業許可情報など）
を閲覧できるほか，技能者本人及び所属事業者が
同意した範囲内で，他の事業者に所属する技能者
の就業履歴などを閲覧することが可能です。
こうした機能をもつシステムの活用により，次
のメリットが期待されます（図－ 4，5）。

図－ 4　システムに期待される効果

図－ 5　システムの活用（技能者のメリット）
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⑴　技能者の経験や技能に応じた処遇の実現
システムに蓄積される就業履歴や保有資格を活
用し，技能者をレベル分けする能力評価基準の策
定と，これと連動した専門工事企業の施工能力等
の見える化を進めることで，良い職人を育て，雇
用する企業が選ばれる環境を整備するための検討
を進めているところであり，後ほど詳細をご紹介
いたします。

⑵　現場管理の効率化
システムに蓄積・登録された情報を活用するこ
とによって，現場に入場する技能者一人ひとりの
社会保険加入状況の確認の効率化，施工体制台帳
や作業員名簿といった書類作成の簡素化・合理
化，建退共関係事務の効率化といった現場管理の
効率化も大いに期待されるところです。

⑶　業界全体で，技能者一人ひとりの技能や経験
をしっかりと“認め”“育てる”仕組み
技能者は，キャリアアップカードをかざすだけ
で，どこの現場であっても共通のルールで，経験

を簡易で客観的に蓄積できます。こうして蓄積さ
れた情報は，システム上で簡易に確認できますの
で，自身の更なるスキルアップや経歴証明などに
活用できます。就業履歴情報を活用し，建退共手
帳への証紙の貼付状況を確認することも容易にな
ります。
また，システムに蓄積される情報を活用し，技
能者レベルに応じたカードの色分けも検討してお
り，当面は，登録基幹技能者の資格を保有する方
にゴールドカードを交付することとしています。
その他，システムの利用やカード取得によるメリ
ットを検討していきたいと考えています。

4.　システムの利用料金

システムの利用にあたっては，技能者・事業者
それぞれに一定の利用料金を負担していただくこ
ととしております（図－ 6）。
技能者からは，技能者登録に際して，インター
ネット申請の場合は 2,500 円，郵送・窓口申請の

図－ 6　システムの利用料金
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場合は 3,500 円の利用料金を頂きます。キャリア
アップカードの有効期間は原則として 10 年とし
ておりますので，1年あたり 250 円又は 350 円の
負担でカードを取得することができます。
事業者からは，①事業者登録料，②管理者 ID
利用料，③現場利用料の 3つの種類の料金を頂き
ます。

⑴　事業者登録料
資本金に応じて，3,000 円から 1,200,000 円まで
の 11 段階に設定された料金を頂きます。この料
金は 5年毎に支払い頂きます。なお，一人親方に
ついては，事業者登録料を無料としています。

⑵　管理者 ID利用料
管理者 ID の数に応じて料金を頂きます。1ID
毎に 2,400 円となっています。管理者 ID の取得
により，事業者情報や技能者情報の閲覧，現場情
報の登録，帳票出力などが可能となります。

⑶　現場利用料
元請として現場情報を登録する事業者から，現
場に入場する技能者の就業履歴回数に応じた料金
を頂きます。就業履歴回数 1回あたり 3円と設定
しており，現場に入場する技能者の人日単位で課
金します。
具体的な料金のイメージをお示しするため，事
業者規模別のモデル的な料金（1年あたり）を試
算しておりますので，参考にして頂けると幸いで
す（図－ 7）。
なお，これらの利用料金については，建設業関
係団体を構成員とする「建設キャリアップシステ
ム運営協議会」において決定（※）されておりま
す。
※建設キャリアアップシステム運営協議会第 2回総会
（平成 29 年 11 月 6 日開催）にて決定。

なお，早期の技能者登録・事業者登録を促進す
るため，技能者については早期に登録申請した場
合の料金割引やカード有効期間の延長，事業者に

図－ 7　事業者規模別のモデル的な料金（1年あたり）
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ついては管理者 ID利用料の減免や早期に登録申
請した場合の登録有効期間の延長を行うこととし
ております。
また，システムの利用期間が限られる 60 歳以
上の技能者についても，料金割引やカード有効期
間の延長を行うこととしております。

5.　システムを活用した技能者の
処遇改善施策（図－ 8～ 10）

システムの活用を技能者の処遇改善に繋げてい
くため，国土交通省では，技能者の能力評価のあ
り方と，これと連動した専門工事企業の施工能力
等の見える化について，検討を行っています。

図－ 8　技能者の能力評価基準と専門工事企業の施工能力等の見える化のイメージ

図－ 9　建設技能者の能力評価制度のイメージ
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⑴　技能者の能力評価について
システムにより，技能者一人ひとりの保有資格
や就業履歴を客観的に把握できるようになること
から，これらを活用した技能者の能力評価のあり
方について検討を行うため，昨年 11 月，行政，
学識経験者，建設業関係団体から構成される「建
設技能者の能力評価のあり方に関する検討会」を
立ち上げました。
検討会では，5 回にわたり，能力評価の基準

（レベル分けの段階，レベル分けに用いる能力の
要素，評価方法，レベル分けにおける共通の目安
やルール）や評価制度の枠組みについて検討を行
い，本年 3月 27 日に中間とりまとめが行われま
した。中間とりまとめでは，システムで客観的に
把握できる経験（就業日数），知識・技能（保有
資格），マネジメント能力（登録基幹技能者や職
長経験）を活用して，4段階のレベル分けを行う
といった評価制度の方向性や，この客観的かつ大
まかなレベル分けを処遇改善の土台として，①キ
ャリアアップカードの色分けに反映する，②専門
工事企業の施工能力等の見える化に連動させ，企
業が，どのレベルの技能者を何人雇用しているの

かといった情報を「見える化」することにより，
高いレベルの職人を育て，雇用する企業が選ばれ
る環境を整備する，③レベル分けを参考として，
企業が技能者の経験やスキルをより適切に反映し
た給与を決定するといった評価結果の活用方法な
どが示されました。

⑵　専門工事企業の施工能力等の見える化について
建設産業は，近い将来，高齢者の大量離職が見
込まれることから，中長期的な観点からの担い手
の確保・育成や，建設工事に係る施工水準の確保
が課題です。
そのため，技能者の能力評価のあり方に関する
検討と並行して，専門工事企業の施工能力等の見
える化についても検討を開始し，評価項目・内容
や評価主体等の制度設計を進めていきます。
これにより，人材育成等に取り組み，施工能力
等の高い専門工事企業が，単なる価格競争ではな
く，正当に評価されるようにすることで，これら
の企業の受注機会が拡大するようにし，技能者の
処遇向上や人材への投資につながる好循環を生み
出すことを目指します。

図－ 10　システムを活用した施策の検討スケジュール
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この「見える化」に向けた検討を加速化するた
め，本年 4月，「専門工事企業の施工能力の見え
る化等に関する検討会」を立ち上げました。
本検討会において，専門工事企業の施工能力等
を見える化する仕組みについて本格的な検討を行
うとともに，技能者の能力評価制度についても更
なる検討を進め，本年夏頃には双方の枠組みを提
示したいと考えております。
システムとこれを活用した施策の導入によっ
て，優秀な職人を抱え，育てる企業が選ばれる環
境を整備し，建設業界における人材投資や処遇改
善の好循環を生み出すべく，国土交通省として，
システムを活用した施策の構築にしっかりと取り
組んでいく所存です。

6.　今後のスケジュール

システムは，平成 30 年秋に運用を開始する予
定としており，それに先立って，平成 30 年 5 月
上旬から郵送受付を開始し，5月下旬にはインタ
ーネットによる登録申請の受付を開始する予定で
す。

また，システムの普及・利用促進に向けた取り
組みを一層強力に進めていくことが重要と考えて
おります。昨年 11 月には，建設業関係団体を一
堂に集めた説明会を開催し，システムの概要や期
待される効果，普及・利用促進に向けた取り組み
等について説明を行いました。また，地方ブロッ
クでも説明会を開催して，地方における普及・利
用促進に向けた取り組みも行っています。引き続
き，システムに関する最新情報をシステム専用
HP（http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/
index.html）に掲載して，積極的な情報発信に努
めていくとともに，システムを広く周知するため
のチラシやシステムの利用方法やメリットをわか
りやすく解説した動画などを活用して，できる限
り多くの技能者・事業者へシステムの登録・利用
を呼びかけていくこととしています（図－ 11）。

7.　最 後 に

建設キャリアアップシステムを建設産業のイン
フラとして業界全体に普及させていくためには，
業界の皆様のご理解・ご協力が不可欠です。

図－ 11　システムのスケジュール
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昨年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済
政策パッケージ」では，「建設技能者の就業履歴
等を蓄積する建設キャリアアップシステムの来年
秋の構築等により，現場管理や書類作成・人材育
成の効率化，技能や経験が適正に評価される環境
整備を行う」ことが盛り込まれています。
また，本年 3月 20 日には，建設業における週
休 2日の確保をはじめとした働き方改革をさらに
加速し，将来の担い手を確保するため，長時間労
働の是正，給与・社会保険，生産性向上の 3つの
分野における新たな施策をパッケージとしてまと
めた「建設業働き方改革加速化プログラム」を策
定しました。
この加速化プログラムにおいては，「建設キャ
リアアップシステムの今秋の稼働と，概ね 5年で
全ての建設技能者（約 330 万人）の加入を推進す
る」，「技能・経験にふさわしい処遇（給与）が実
現するよう，建設技能者の能力評価制度を策定す
る」，「能力評価制度の検討結果を踏まえ，高い技

能・経験を有する建設技能者に対する公共工事で
の評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施
工能力等の見える化を検討する」ことが記載され
ております（図－ 12）。
このプログラムが，具体的な行動や成果につな
がるよう，本年 3月 27 日に，国土交通大臣から
建設業関係団体に対し，システムへの加入の促進
について一層の協力を要請したところです。

国土交通省としても，運営主体である建設業振
興基金と連携し，システムの広い普及と円滑な運
用開始に向けた取り組みを進めて参ります。建設
業の持続的な発展のため，皆様方におかれまして
も，先ほどご紹介した料金割引措置等をご活用い
ただき，システムへの早期の登録や所属技能者へ
の積極的な登録の呼びかけなど，普及・利用促進
に向けた取り組みにご協力いただきますよう，よ
ろしくお願いいたします。

図－ 12　建設業働き方改革加速化プログラム

建設マネジメント技術　　2018 年 5 月号 29

建マネ1805_03_特集_4_三.indd   29 18/05/01   10:30


